
※「特別相談窓口」はキャンペーン後も継続して設置

厚生労働省におけるこれまでの取組

●無期転換ルールを知らない層に対する周知
・ポータルサイトによる情報発信、全国でのセミナーの実施、新聞広告、インターネット広告、ラジオ等による周知 等

●無期転換ルールを知っている層に対する導入のためのツール提供の取組
・「無期転換ハンドブック」、「モデル就業規則」の提供

●無期転換ルールを知っていて、導入しようとする層に対する支援の取組
・企業に対するコンサルティングの実施、キャリアアップ助成金の支給

積極的な啓発指導の実施

４月 ９月 10月
平成29年

２月

①関係団体への要請
②「特別相談窓口」の設置
③キャンペーン用リーフレット、ＨＰ、
ツイッター等を活用した周知

④各種広報媒体での周知 等

平成30年
３月 ４月

①「緊急相談ダイヤル」の設置・周知
②業界団体等への再要請

「無期転換ルール取組促進キャンペーン」

今回新たに実施する取組

無期転換ルールに係る周知啓発
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